
令和5年度
(2023年度)

令和6年度
(2024年度)

令和7年度
(2025年度)

令和8年度
(2026年度)

令和9年度
(2027年度)

1本 1年 3,400円 4,080円 4,700円 4,700円 4,700円

1本 1年 1,980円 2,376円 2,800円 2,800円 2,800円

1本 1年 - 180円 216円 259円 280円

1個 1年 3,000円 3,600円 4,320円 5,184円 5,500円

1個 1年 1,300円 1,560円 1,872円 2,246円 2,300円

1ｍ 1年 100円   120円   120円   120円   120円

1ｍ 1年 2,000円 2,400円 2,880円 3,300円 3,300円

1㎡ 1月 300円 360円 432円 518円 550円

1㎡ 1月 1,100円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円

1㎡ 1年 3,600円 4,320円 5,184円 6,221円 6,600円

1㎡ 1年 3,000円
Aに0.025を
乗じて得た額

Aに0.025を
乗じて得た額

Aに0.025を
乗じて得た額

Aに0.025を
乗じて得た額

備考

 公衆電話所

  500円   500円

  660円   660円

1ｍ 1年   400円   480円   500円

100円

1ｍ 1年   150円

1ｍ 1年

1ｍ 1年 1,000円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円

  400円   480円  576円

1,700円

 外径が1ｍ以上のもの

 サイクルポート

 外径が0.7ｍ以上 

1 電柱には，当該電柱に設置される変圧器を含むものとする。
2 電話柱とは，電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい，電柱であるものを除くものとする。
3 サイクルポートとは，都市再生特別措置法施行令（平成14年政令第190号）第18条第1号に掲げる自転車駐車場で自転車を賃貸する事業の用に供するものをいう。
4 Aは，近傍類似の土地の時価を表すものとする。

1年 1,000円 1,200円 1,440円 1,700円

 仮設建物その他これに類するもの

 工事用板囲い、足場及び工事用材料の置場

 保育所等施設

水道管、下水
道管、ガス管
その他これら
に類するもの

1ｍ

 0.7ｍ未満のもの

 1ｍ未満のもの

水道管、下水
道管、ガス管
その他これら
に類するもの

1ｍ 1年

 外径が0.3ｍ以上 

 0.4ｍ未満のもの

 外径が0.4ｍ以上 

1ｍ 1年

 外径が0.15ｍ以上 

 0.2ｍ未満のもの

 外径が0.2ｍ以上 

 外径が0.07ｍ以上 

 0.1ｍ未満のもの

 外径が0.1ｍ以上 

  200円

  180円   216円   250円   250円

  240円   288円   330円   330円

期  間

占  用  料

豊中市都市公園条例　公園占用料金表

 0.15ｍ未満のもの

 0.3ｍ未満のもの

種     別

 郵便差出箱及び信書便差出箱

単   位

  120円   144円   170円   170円

 電柱、支柱、支線

 電話柱、支柱、支線

 支線柱その他の柱類

 外径が0.07ｍ未満のもの


